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模倣品・海賊版の撲滅に向けた取組について 

Japan’s Strategy to Combat Counterfeiting and Piracy 

 

嶋 野 邦 彦* 
Kunihiko SHIMANO 

抄録 模倣品・海賊版による被害は，経済上の損失に留まらず，消費者の健康や安全上の脅威になるな

ど深刻さを増している。模倣品・海賊版の撲滅に向けた我が国の取組を，海外市場対策を中心に紹介す

る。 

 

はじめに 
2006年6月8日，首相官邸で開催された知的財産

戦略本部会合において，知的財産推進計画2006（以

下，「推進計画」という。）が決定された。推進計

画では，知的財産の創造，保護，活用，コンテン

ツ及び人材育成の各分野に関し，375項目に及ぶ施

策が盛り込まれている。その中でも，模倣品・海

賊版対策は重要な施策の柱に位置づけられている。

本稿では模倣品・海賊版対策の進捗状況と，推進

計画に盛り込まれた施策のポイントを，海外市場

対策を中心に，水際での取組や国内市場対策も含

めて紹介する。なお文中の意見にわたる部分は私

見である。 

 

１．被害の状況 
模倣品・海賊版による被害を正確に見積もるこ

とは困難であるが，2004年5月にWCO（世界税関

機構）とインターポール（国際刑事警察機構）の

主催で開催された第1回世界模倣品撲滅会議にお

いて，全世界の模倣品取引は，推計で年間5,000

億ユーロ（約70兆円）に上ることが報告されてい

る1。また，特許庁が平成16年2月にとりまとめた

「模倣品被害の経済的影響に関する分析調査」2に

よると，中国・台湾・韓国・タイの四カ国におけ

る我が国企業の年間の模倣品被害は利益ベースで

1兆153億円，売上ベースで約18兆円と推計されて

いる。 

対象となる商品は，かつては音楽CDの海賊版や，

鞄・時計等の有名ブランド品の商標を侵害する物

品が主流であったが，現在では先端技術を含めた

幅広い分野の工業製品の特許権を侵害する物品も

流通している。 

侵害物品が多様化・高度化するにつれ，被害は

深刻化している。権利者等の経済上の損害に加え，

食品・医薬品などの模倣品による健康上の悪影響

や，航空機・乗用車などの輸送機器のパーツの模

倣品による安全上の問題が危惧されている。さら

に，模倣品・海賊版の製造・販売はリスクが低い

反面で高いリターンが望めることから，組織犯罪

の温床やテロ・グループの資金源になっていると

の指摘もなされている。 
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２．海外市場における対策 
（1）取組の概要 

模倣品・海賊版の被害は，特に海外市場におい

て深刻化している。欧州委員会の報告3によると，

模倣品・海賊版の多くはアジア地域で製造され，

それが世界各地に流通し，消費されている。 

このような状況に対処するため，G8サミット，

APECなどの国際会議の場において首脳レベルで

模倣品・海賊版対策の重要性が強調され，対応策

が議論されている。また，米国，EUなど，先進諸

国においては，模倣品・海賊版対策の強化を高い

レベルで決定し，公表している。我が国は，国際

的フォーラムにおいて主導的な役割を果たすとと

もに，米国，EUなどと連携して，模倣品・海賊版

の問題が深刻化している地域に対する対策強化の

働きかけを行い，あわせて，これらの地域におけ

る関係機関の能力構築のための支援を行っている。 

以下に我が国の具体的な取組を紹介する。 

 

（2）模倣品・海賊版対策加速化パッケージ 

海外における模倣品・海賊版対策を強化する政

府の行動計画として2004年12月16日に模倣品・海

賊版対策加速化パッケージ4が知的財産戦略本部

で決定された。同パッケージには，知的財産権の

海外における侵害状況調査制度の整備，在外公館

の機能強化，侵害発生国の能力構築支援，当局間

の連携強化，二国間協議による海外市場対策，多

国間協議による海外市場対策などが，盛り込まれ

ている。 

同パーケージは，我が国の海外市場対策のベー

スとなるものであり，その中に盛り込まれた施策

は，その後の推進計画に反映され，速やかに実行

に移されている。 

 

 

 

（3）侵害発生国・地域での取組 

①在外公館の機能強化 

模倣品・海賊版対策は，外交政策上の課題の一

つとして取組が進められており，2004年7月，外務

省経済局に知的財産権侵害対策室が設置された。

同室において，2005年3月に，在外公館向けの知財

権侵害対策マニュアルが作成され，同時に全在外

公館において知財担当官が指名された。 

在外公館及び日本貿易振興機構（JETRO）等の

海外事務所では，互いに連携しつつ侵害事件に関

する対応方法や手続に関する助言，調査会社の紹

介などの具体的な支援を行っている。 

 

②コンテンツ海外流通マーク（CJマーク）の活

用 

コンテンツ海外流通促進機構（CODA）では，

2005年1月からCJマークに基づく侵害対策活動を

香港，台湾等において実施している。このスキー

ムは，各国においてCJマークの商標権を取得し，

我が国のコンテンツの純正品にCJマークを付与

することによって，海賊版DVD，CD等が出回っ

た際には，著作権侵害に加え，商標権侵害として

も取り締まりを図れるようにしたものである。 

CODAが主体となった取組の結果，2005年4月か

ら2006年3月までの間に香港，中国，台湾において

515人が逮捕され，DVD，CDなど228万枚が押収

されている。 

 

③侵害状況調査制度の活用 

2005年4月に発足した侵害状況調査制度5は，我

が国の企業等の知的財産権が，海外における制度

あるいは運用上の問題によって適切に保護されて

いない場合に，企業等の申立に基づいて政府が侵

害の状況を調査し，必要に応じて相手国との二国

間協議やWTO紛争解決手続等に基づき解決を図

るものである。 
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本制度が活用された例として，香港において世

界的に著名な商標が無断で第三者の商号として登

記され，中国で生産・販売される商品や宣伝に利

用されるなどの被害があるとして，2005年4月に調

査の申立がなされた。その調査結果を受け，同年

11月より香港の制度改善を求めて我が国と香港と

の間で協議が行われている。 

 

（4）欧米との連携強化 

①EUとの連携 

2004年6月に開催された日・EU定期首脳協議に

おいて，「アジアにおける知的財産権の執行に関

する日・EU共同イニシアティブ」6が合意された。

同イニシアティブは，アジア諸国の模倣品や海賊

版対策の進捗状況のフォロー，技術協力の計画に

関する情報交換，アジア地域における知的財産権

の執行強化の促進と模倣品・海賊版対策について

の意識の向上のための日・EU間の取組強化などを

内容としたものである。同イニシアティブに基づ

き，日・EU間で情報交換が進められ，また，中国

において日・EU・中共同のセミナーが実施された。 

2005年5月の定期首脳協議では，同イニシアテ

ィブを更に推進することが合意され，さらに，2006

年4月の首脳協議では，模倣品・海賊版の拡散防止

のための国際的な法的枠組み構想（模倣品・海賊

版拡散防止条約）に関する対話など，模倣品・海

賊版対策を含む知的財産関連問題に関する緊密な

対話を継続することが合意されている。今後も，

首脳・閣僚レベルをはじめとした協議を活用して，

EUとの連携を強化するとともに，仏国など特に模

倣品・海賊版対策に力を入れている欧州各国との

連携強化が求められている。 

 

②米国との連携 

2006年6月の日米首脳改題において日米同盟の

成果と方向性を謳った共同文書「新世紀の日米同

盟」7が発出された。その中で，知的財産の保護と

取締の強化が盛り込まれている。米国は，経済上

あるいは外交政策上の最も重要なパートナーであ

り，知的財産に関する両国の具体的な協力関係を

明らかにする共同文書の作成，模倣品・海賊版拡

散防止条約の早期実現に向けた具体的な検討の実

施，侵害国に対する共同の働きかけなど，両国間

の模倣品・海賊版対策に関する一層の連携強化が

必要とされている。 

 

（5）多国間の取組 

①G8サミット 

2004年以降，模倣品・海賊版対策は検討課題の

一つとして取り上げられるようになった。2004年6

月のシーアイランド・サミットでは，議長総括8に

おいて，知的財産の不正使用及び海賊版と戦う必

要性が言及された。 

2005年7月のグレンイーグルズ・サミットでは，

知的財産権の海賊行為・模倣行為の削減のための

行動に関する声明である「より効果的な執行を通

じた知的財産権の海賊行為及び模倣行為の削減」9

が発出されている。 

2006年7月のサンクトペテルブルグ・サミット

では，知的財産に関する成果文書である「知的財

産権の海賊行為及び模倣行為との闘い」10が採択

された。この中で，G8各国が取り組むべき具体的

な措置として，（ア）知的財産の確保や執行のため

の制度・手続きの情報を提供するウェブサイトの

作成，（イ）OECDによる模倣品・海賊版の経済的

影響の分析の促進，（ウ）WIPO（世界知的所有権

機関），WTO（世界貿易機関），OECD（経済協力

開発機構），インターポール及びWCOとの協力に

よる途上国の能力構築支援計画の策定・実行，

（エ）税関間の協調や執行情報・ベストプラクテ

ィスの交換を通じた国境における執行の改善，

（オ）深刻かつ組織的な知的財産犯罪と闘うため
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のG8各国による協力行動改善を目的とする勧告

の準備，（カ）知的財産権の執行に関する国際的な

法的枠組の強化の可能性の研究，の6点が盛り込ま

れている。 

 

②APEC（アジア太平洋経済協力会議） 

2005年6月のAPEC貿易担当大臣会合において，

我が国，米国及び韓国が提案した「APEC模倣品・

海賊版イニシアティブ」11が承認された。 

同イニシアティブは，模倣品・海賊版取引の削

減，インターネット上の知的財産権侵害の削減，

模倣品・海賊版を阻止するための協力の強化，模

倣品・海賊版対策実施の強化のための能力構築を

内容としている。 

同イニシアティブの具体的な取組として，3つ

のガイドライン，すなわち，模倣品・海賊版取引

削減ガイドライン，不正な複製防止ガイドライン，

インターネット上の模倣品・海賊版販売防止ガイ

ドラインが作成され，2005年11月の釜山での閣僚

会合でその内容が合意された。 

2006年6月の貿易担当大臣会合では，同イニシ

アティブの更なる推進と，効果的な知的財産権の

公衆周知及びサプライチェーンに関するガイドラ

インの作成に係る作業の継続が合意されている12。 

 

③OECD 

OECDでは，2005年から模倣品・海賊版対策プ

ロジェクトが進められている。同プロジェクトで

は，模倣品・海賊版による被害の実態や経済に対

する影響を調査・研究している。模倣品・海賊版

の被害は，その性格上，規模を正確に把握するこ

とが極めて難しいことから，信頼性の高い分析が

望まれており，同プロジェクトに対する期待は高

い。我が国は，必要とされる情報の提供や検討へ

の参加とともに，資金面でのサポートを行うなど，

同プロジェクトに貢献している。 

 

④世界模倣品・海賊版撲滅会議 

世界模倣品・海賊版撲滅会議は，模倣品・海賊

版問題についての共通の理解を醸成するとともに，

政府と民間が協力して模倣品・海賊版の効果的な

対策を図ることなどを目的とし，WCO及びインタ

ーポールの主催により開催されている。 

第1回は，2004年5月に開催され，その中で上述

のように，世界の模倣品・海賊版取引は年間5,000

億ユーロにのぼることが指摘された。 

第2回は，2005年11月に開催され，我が国から模

倣品・海賊版拡散防止条約構想について説明し，

同構想にも言及したリヨン宣言13が発出された。 

 

（6）能力構築の支援 

侵害発生国に対しては，それらの国において，

知財制度の改善，審査の迅速・的確化，権利行使

に関する手続きの簡素化・透明化などを促し，円

滑な権利の取得と実効性の高い侵害対策の実現を

図ることが必要である。そのような観点から，

JICA（国際協力機構），JETRO（日本貿易振興機

構），WIPOなどの行う様々なスキームを活用して，

侵害発生国に対して人材育成や情報化に関する支

援が行われている。 

また，これらの取組を効果的かつ戦略的に実行

するため，2005年6月，関係8省庁による模倣品・

海賊版対策関係省庁連絡会議において「知的財産

保護協力・能力構築支援戦略」14が決定されてい

る。 

 

（7）模倣品・海賊版拡散防止条約の提唱 

模倣品・海賊版対策に関する各国の制度上ある

いは運用上のレベルを向上するためには，いくつ

かのアプローチが考えられる。 

第1に，条約などによる法的義務を課すのでは

なく，対象国のインセンティブあるいはポテンシ
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ャルを高めることにより，自発的な保護レベルの

向上を促す方法である。その一環として例えば，

円滑なエンフォースメントを実現するために有用

なガイドラインの作成や，制度立案やエンフォー

スメントの実行を行う担当者の能力向上のための

研修の実施などの取組が行われている。 

第2に，国際的な法的枠組みを強化する方法で

ある。知的財産に関する現行の包括的な条約であ

るTRIPS協定は，エンフォースメント（権利行使）

に関する規定が盛り込まれるとともに，紛争処理

メカニズムが定められていることから作成当初は

大きな期待が寄せられていた。しかしながら，エ

ンフォースメントに関する規定の内容が必ずしも

十分ではない，あるいは，模倣品・海賊版問題に

関して協定違反が疑われている締約国に対する紛

争処理が現実には行われていないなど，実効性の

限界が指摘されている。したがってこのTRIPS協

定の改正，あるいは新たな条約の作成を図り，侵

害発生国をその法的枠組みに組み込んで，法的拘

束力によって保護レベルの向上を求めようとする

ものである。 

各先進国は，それぞれ独自の戦略に基づいて，

第1及び第2のアプローチを組み合わせ，あるいは

使い分けることにより，侵害発生国に対する働き

かけを行っている。我が国は，上述したように，

侵害発生国の担当者等の能力構築の支援，APEC

の模倣品・海賊版の削減のためのガイドラインの

作成への貢献などの取組を進めるとともに，新た

な国際的法的枠組（模倣品・海賊版拡散防止条約）

の作成を提唱し，その実現を図っている。 

本条約構想は，当初より我が国が他の先進諸国

をリードする形で議論が行われている。 

まず，推進計画2005（2005年6月10日知的財産

本部決定）では，「模倣品・海賊版の拡散防止を明

確な国際規範とする条約を提唱し，早期にその実

現を目指す」ことが盛り込まれた。 

2005年7月のグレンイーグルズ・サミットでは，

小泉内閣総理大臣から模倣品や海賊版の拡散防止

を国際約束として締結する必要性が提唱された。

さらに，2005年10月及び2006年3月に開催された

G8知的財産専門家会合では，我が国から条約のコ

ンセプトを提案し，検討が行われた。 

ここで，我が国の提案における基本的な考え方

は，模倣品・海賊版をその製造，流通，消費の三

つの観点から防止するというものである。 

上述のように，サンクトペテルブルク・サミッ

トで採択された「知的財産の海賊行為及び模倣行

為との闘い」では，G8専門家に対して知的財産権

の執行に関する国際的な法的枠組の強化の可能性

を研究することが指示されている。 

今後，我が国には，条約の作成に向けた具体的

な取組が求められている。そのため，米・仏など

の模倣品・海賊版対策に力を入れている国々と協

力しつつ，条約に含めるべき項目の検討や条約案

の作成などの作業を加速化する必要がある。 

 

３．水際及び国内市場における対策 

（1）水際対策の強化 

知的財産を侵害する物品を税関において有効

に取り締まるため，特にこの数年の間に関税定率

法及び関税法の度重なる改正が行われ，対策の強

化が図られている。 

 

①輸入申立制度の対象の拡大 

2003年4月，輸入差止申立制度（知的財産の権

利者が，自己の権利を侵害すると認める物品が輸

入されようとする場合に，税関長に対し，認定手

続きを執るべきことを申し立てる制度。従前は商

標権及び著作（隣接）権の侵害物品が対象。）の対

象に，特許権，実用新案権，意匠権及び育成者権

を侵害する物品が加わった。 
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②関係省庁に対する意見照会制度 

2003年4月，特許庁への意見照会制度（特許権，

実用新案権，意匠権に係る物品の輸入差止申立を

行っている申立人が，申立てに係る貨物について

の認定手続きの際に，税関長に対し，特許庁長官

への技術的範囲等に関する意見照会を行うことを

求める制度。）が導入された。 

2005年4月には，育成者権を侵害するおそれの

ある物品の認定手続きにおける農林水産省への意

見照会制度が導入された。 

2006年3月には，不正競争防止法で輸入が規制

されている周知商標の混同を惹起する物品，著名

表示を冒用する物品，形態模倣品が輸入差止申立

制度の対象に追加されるとともに，経済産業省に

対する意見照会制度が導入された。 

 

③輸出取締制度 

知的財産権各法において，模倣品・海賊版の拡

散を防止するため，その輸出を権利侵害とする制

度改正が行われている。それとともに，関税法規

においても輸出を取り締まる制度が導入されてい

る。 

2006年6月，育成者権を侵害する物品の輸出取

締制度が導入された。 

2007年1月からは，特許権，実用新案権，意匠

権，商標権を侵害する物品及び不正競争防止法上

の周知商標との混同を惹起する物品等が輸出取締

の対象とされる予定である。 

 

④有識者への意見照会制度 

2006年4月，特許権，実用新案権，意匠権，商

標権及び著作（隣接）権，育成者権を侵害する物

品，あるいは周知商標との混同を惹起する物品等

不正競争防止法に違反する物品の輸入差止申立て

に関し，有識者（専門委員）の意見照会を可能と

する制度が導入された。なお，育成者権を侵害す

る物品又は不正競売防止法に違反する物品を除き，

認定手続きにおいても有識者に対する意見照会が

可能である。 

輸出に関しても，取締制度の導入に伴い，2006

年6月より有識者の意見を聴く制度が導入されて

いる。 

 

（2）国内市場対策 

①インターネットオークション対策 

IT技術の発展に伴い，インターネットを利用し

た物品の流通が促進されている。それにともない，

インターネットを用いて模倣品・海賊版が売買さ

れる問題が顕在化している。特に，インターネッ

トオークションを用いた物品の売買が盛んになる

中で，出品物の中に模倣品・海賊版が多く含まれ

ていることが指摘されており，その対策が進めら

れている。 

2005年7月，大手のオークション事業者3社によ

り，模倣品・海賊版の排除を目的とした自主的ガ

イドラインが策定された。同ガイドラインに基づ

く取組の結果，2005年8月以降，主要オークション

サイト上の有名ブランドの模倣品汚染率が大幅に

改善されている。 

2005年12月，権利者・権利者団体とオークショ

ン事業者が連携して侵害防止策を検討・実施する

ため，「インターネット知的財産権侵害品流通防

止協議会」が設立された。2006年4月，同協議会よ

り，（ア）出品者情報の開示に係わる制度，（イ）

インターネットオークション事業者による出品者

情報の取得，（ウ）インターネットオークション事

業者の自主削除を強化する方策，（エ）権利者とイ

ンターネットオークション事業者の共同啓発活動，

の4点に関し，対応策の検討と実施を求める報告

書15が作成された。 

2006年2月1日，経済産業省は「電子商取引等に

関する準則」を改訂・公表した16。特定商取引法
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では物品の販売を個人が行う場合と業者が行う

場合を区別しており，業者が行う場合は名称，住

所，電話番号などを表示することを求めている。

準則の改訂では，インターネットオークション上

で模倣品・海賊版を扱う業者が個人を騙って出品

することを排除するため，「販売業者」の判断基

準を明確化した。この判断基準は，基本的には，

上述の大手オークション事業者の自主的ガイド

ラインと同様の内容を定めたものである。 

また，インターネットオークションを利用した

知的財産権侵害事犯を効果的に取り締まるため，

2005年度より，悪質な出品者についての情報を権

利者，オークション事業者及び取締機関が共有す

るスキームが構築され捜査に活用されている。 

このように，権利者，オークション事業者，取

締機関及び政府担当部局が連携しつつ対策を強

めているところであるが，今後ますます侵害の手

口が巧妙化・悪質化することが予想され，運用強

化による対策には限界が生ずる可能性がある。し

たがって，将来に向け，制度面からも対策を検討

することが求められている。 

 

②相談体制の強化 

政府内で模倣品・海賊版の対策を行っている部

局は多岐にわたっている。そのため，被害を受け

た企業等から，どこに相談をすれば良いのかわか

らない，あるいは，複数の省庁に関係する問題に

対して総合的に対応する部署を設けて欲しいとい

った指摘がなされていた。かかる指摘を受け，2004

年8月，経済産業省製造産業局模倣品対策・通商室

に政府の一元的相談窓口として「政府模倣品・海

賊版対策総合窓口」17が開設された。総合窓口で

は，企業等からの相談に対応するとともに，知的

財産の海外における侵害状況調査制度を担当して

いる。また，関係府省の協力のもと，業務内容を

報告するための総合窓口年次報告書18を作成して

いる。 

地域においても，相談窓口が開設されている。

例えば，東京都知的財産総合センター19や大阪府

立特許情報センター20などでは，模倣品・海賊版

による被害相談を含め，知的財産に関するあらゆ

る相談に対応している。 

また，中小企業向けの相談窓口として，2006年

7月，全国の商工会議所・商工会に「知財駆け込み

寺」21が設置された。 

 

③消費者への普及・啓発活動 

2004年に内閣府が実施したアンケート22による

と，我が国の消費者のうち46. 9％が模倣品・海賊

版の購入を容認している。特に20～30代では，60％

以上の人が容認しているとの結果が得られている。 

模倣品・海賊版を容認し購入する消費者が存在

する限り，それを撲滅することはできない。した

がって，模倣品・海賊版は社会悪であり，その購

入が深刻な問題を助長していることについて，消

費者の認識を深めることは重要な課題である。関

係省庁は，ポスターの作成や空港におけるキャン

ペーン活動，シンポジウムの開催をはじめ，様々

なメディアを通じて消費者に対する普及啓発活動

を行っている。 

 

おわりに 
模倣品・海賊版に関する我が国の取組を推進計

画に盛り込まれた事項を中心に紹介した。施策は

多岐にわたるが，それぞれに単独で取り組むので

はなく，それらの施策を戦略的に組み合わせて総

合的に対応を図ることが重要である。そのため，

官民及び省庁間の連携が不可欠であり，国際的に

は，先進国間，あるいは先進国と侵害発生国との

間の協力が求められている。 

模倣品・海賊版を防止するため，様々な取組が

進められており，少しずつ効果を上げているとこ
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ろであるが，その撲滅のため，引き続き関係者の

粘り強い取組が必要とされている。 
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